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▼
と
き　

２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬
の

月
～
金
曜
日　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
申
請
書
の
作
成
に
は
時
間
を
要
し
ま
す

の
で
、
午
後
４
時
ま
で
に
お
越
し
く
だ
さ

い
。）

※
２
月
19
日
㈰
・
26
日
㈰
は
開
設

▼
と
こ
ろ　

刈
谷
税
務
署��

１
階
大
会
議
室

※�

開
設
期
間
前
の
申
告
相
談
は
、
大
変
混

雑
し
お
待
た
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
申
告
相
談
は
、
右
記
開
設
期
間
中

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

駐
車
場
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
な
る
べ
く
公
共
交
通
機
関
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

※�

刈
谷
市
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
（
ア
イ
リ

ス
）
立
体
駐
車
場
屋
上
部
分
は
、
当
該

セ
ン
タ
︱
の
催
事
で
、
ご
利
用
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
ご
利
用
の
際
は
、
駐
車
券
を
確

定
申
告
会
場
ま
で
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人

①
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・�

営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
利
子
、
配
当
、

雑
、
一
時
、
譲
渡
な
ど
の
所
得
が
あ
る

人
で
、
各
所
得
金
額
の
合
計
額
が
所
得

控
除
（
基
礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
、
扶

養
控
除
な
ど
）
の
合
計
額
よ
り
多
い
人

・�

所
得
税
の
源
泉
徴
収
を
さ
れ
て
い
な
い

日
雇
賃
金
な
ど
を
受
け
取
っ
た
人

・�

生
命
保
険
や
簡
易
保
険
な
ど
満
期
、
解

約
な
ど
で
一
時
所
得
に
な
る
保
険
金
を

受
け
取
っ
た
人

・�
原
稿
料
、印
税
、雑
所
得
（
公
的
年
金
、

互
助
年
金
等
）
の
あ
る
人

②�

給
与
所
得
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）
で
次

に
該
当
す
る
人

・�

給
与
収
入
の
合
計
が
２
千
万
円
を
超
え

る
人

・�

給
与
所
得
の
他
に
前
記
①
の
所
得
が

20
万
円
を
超
え
る
人

・�

２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

人
で
、
年
末
調
整
が
さ
れ
て
い
な
い
従

た
る
給
与
の
収
入
と
、
そ
の
ほ
か
の
所

得
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
人

■�

確
定
申
告
を
す
る
と
所
得
税
が
戻

る
場
合

　

確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い
人
で
も

次
の
よ
う
な
場
合
は
、
申
告
を
す
れ
ば
所

得
税
が
還
付
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（
源
泉
徴
収
さ
れ
て
い
な
い
人
は
、
還
付

は
あ
り
ま
せ
ん
。）
な
お
、
還
付
を
受
け

る
申
告
は
、
確
定
申
告
期
間
（
２
月
16
日

㈭
～
３
月
15
日
㈬
）
以
外
で
も
刈
谷
税
務

署
へ
提
出
（
郵
送
可
）
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

・�

多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人
（
医
療

費
控
除
）

・�

住
宅
ロ
ー
ン
の
あ
る
人
（
住
宅
借
入
金

等
特
別
控
除
）

・
災
害
、
盗
難
な
ど
に
あ
っ
た
人

・�

中
途
退
職
な
ど
の
理
由
で
年
末
調
整
を

受
け
て
い
な
い
人

■
確
定
申
告
に
必
要
な
持
ち
物

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま
た
は
番
号
確

認
書
類
と
身
元
確
認
書
類
の
両
方
（
市

役
所
会
場
で
確
定
申
告
書
を
作
成
さ
れ

る
人
は
、
そ
の
写
し
）

・�

申
告
書
（
郵
送
さ
れ
た
人
の
み
）（
申

告
会
場
に
も
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。）

・�

収
入
金
額
や
必
要
経
費
の
内
訳
（
収
支

内
訳
書
な
ど
）

・�

給
与
、
公
的
年
金
な
ど
の
源
泉
徴
収
票

（
原
本
）

・�

上
場
株
式
等
の
配
当
等
の
支
払
通
知

書
、
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
の
支
払

通
知
書

・�

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
の
払

込
証
明
書
（
社
会
保
険
料
控
除
額
通
知

書
）
ま
た
は
領
収
書

・�
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明
書
ま
た

は
領
収
書

・�

生
命
保
険
、
地
震
保
険
の
保
険
料
控
除

証
明
書

・�

障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、
障
害
者

手
帳
な
ど

・�

配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
人
は
配
偶

者
の
所
得
金
額
の
わ
か
る
も
の

・�

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
支
払
っ

た
医
療
費
の
領
収
書
（
支
払
っ
た
医
療

費
が
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
る
か
わ

か
ら
な
い
場
合
は
、
税
務
署
へ
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。）

・�

税
金
が
還
付
に
な
る
人
は
、
申
告
者
本

人
の
預
貯
金
口
座
の
わ
か
る
も
の

・
印
鑑
（
朱
肉
を
つ
か
う
も
の
）

・
昨
年
の
申
告
書
の
控
え（
あ
る
人
の
み
）

・�

そ
の
他
申
告
に
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の

※�

書
類
が
不
足
し
て
い
る
と
申
告
で
き
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
「
平
成
28
年
分
社
会
保
険
料
控
除
額
通

知
書
」
に
つ
い
て

　

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
介
護
保
険
料
の
「
平
成
28
年
分

社
会
保
険
料
控
除
額
通
知
書
」
は
、
１
月

下
旬
に
発
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、

申
告
に
必
ず
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
証
明

書
に
つ
い
て
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
郵

送
さ
れ
ま
す
。

■�

申
告
内
容
な
ど
が
わ
か
ら
な
い
時

は
電
話
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い

　

申
告
に
関
す
る
ご
質
問
や
必
要
な
書
類

の
確
認
な
ど
は
、
電
話
で
お
問
合
せ
い
た

だ
け
ま
す
。

刈
谷
税
務
署
（
☎
０
５
６
６
（21）
６
２
１

１
）

※�

お
電
話
い
た
だ
き
ま
す
と
、
自
動
音
声

で
ご
案
内
し
て
い
ま
す
の
で
、
相
談
内

容
に
応
じ
て
該
当
の
番
号
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。

所
得
税
の
確
定
申
告
は

刈
谷
税
務
署
で

用
く
だ
さ
い
。

所得税の確定申告、市民税・県民税の申告がはじまります
－税の申告はお早めに－　申告は3月15日㈬までに

▶問合せ　税務課　市民税係（☎95-0116）
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■�

税
務
署
に
出
向
く
こ
と
な
く
申
告

書
が
作
成
で
き
ま
す

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
申
告
書
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力

す
る
と
、
税
額
な
ど
が
自
動
計
算
さ
れ
、

計
算
誤
り
の
な
い
申
告
書
が
作
成
で
き
ま

す
。

　

作
成
し
た
デ
ー
タ
は
そ
の
ま
ま
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
を
利
用
し
て
送
信
す

る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
印
刷
し
て
税
務

署
に
郵
送
等
で
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

な
お
、「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」�

の
操
作
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
、「
ｅ
‐
Ｔ

ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
」

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
ｅ
‐
Ｔａ
ｘ
（
電
子
申
告
）
の
利

用
に
あ
た
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
係

る
パ
ソ
コ
ン
操
作
な
ど
が
わ
か
ら
な
い
場

合
は
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル
」
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

■�

社
会
保
障
・
税
番
号
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
）
制
度
に
つ
い
て

　

税
務
署
へ
ご
提
出
い
た
だ
く
平
成
28
年

分
の
申
告
書
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）
を
記
載
の
う
え
、
本

人
確
認
（
番
号
お
よ
び
身
元
確
認
）
書
類

の
提
示
ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

■�

平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
「
確
定

申
告
の
お
知
ら
せ
」
が
送
付
さ
れ
ま
す

　

平
成
28
年
分
の
申
告
書
等
用
紙
が
送
付

さ
れ
て
い
る
人
の
う
ち
、
申
告
書
を
市
役

所
相
談
会
場
で
書
面
で
提
出
さ
れ
た
人

は
、
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
申

告
書
等
用
紙
に
代
え
て
、
申
告
書
の
作
成

に
必
要
な
情
報
を
記
載
し
た
「
確
定
申
告

の
お
知
ら
せ
」（
は
が
き
ま
た
は
通
知
書
）

が
送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

申
告
書
の
ほ
か
青
色
申
告
決
算
書
等
も

送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
様
式
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る

な
ど
の
対
応
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
申
告
書
等
は
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

で
作
成
で
き
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
と
き　

２
月
16
日
㈭
～
21
日
㈫
（
土
・

日
曜
日
を
除
く
）　

午
前
９
時
30
分
～
午

後
４
時

※�

午
前
11
時
～
午
後
１
時
の
間
は
、
休
憩

時
間
と
な
り
ま
す
。

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
３
階
第
２
・
３
会
議

室※�

会
場
で
は
ｅ
‐
Ｔａ
ｘ
に
よ
る
申
告
相
談

を
行
っ
て
い
ま
す
。利
用
者
識
別
番
号
、

暗
証
番
号
の
わ
か
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま

し
た
ら
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
で
き
る
人

①�
平
成
27
年
分
の
所
得
金
額
（
青
色
事
業

専
従
者
給
与
額
・
青
色
申
告
特
別
控
除

額
ま
た
は
事
業
専
従
者
控
除
額
を
控
除

す
る
前
の
金
額
）
が
300
万
円
以
下
の
事

業
所
得
者
、
不
動
産
所
得
者
、
雑
所
得

者
（
年
金
受
給
者
を
除
く
。）
の
人

②�

①
の
人
で
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税

の
課
税
事
業
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
平

成
26
年
分
の
課
税
売
上
高
が
３
千
万
円

以
下
の
人

③
給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受
給
者
の
人

▼
注
意
事
項　

次
の
①
～
④
に
該
当
す
る

人
に
は
、
税
務
署
の
確
定
申
告
会
場
を
ご

利
用
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①�

給
与
所
得
者
お
よ
び
年
金
受
給
者
の
人

の
う
ち
、
所
得
金
額
が
高
額
な
人
や
相

談
内
容
が
複
雑
な
人

②�

初
め
て
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の

申
告
を
す
る
人
の
う
ち
、
申
告
書
の
作

成
に
時
間
を
要
す
る
場
合

③�

65
万
円
の
青
色
申
告
特
別
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
人
の
う
ち
、
貸
借
対
照
表

が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
青
色
申
告

決
算
書
の
作
成
に
時
間
を
要
す
る
場
合

④�

譲
渡
所
得
（
土
地
、
建
物
お
よ
び
株
式

等
を
売
却
）、
山
林
所
得
ま
た
は
贈
与

税
の
申
告
を
さ
れ
る
人

■
納
期
限

・
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

　

３
月
15
日
㈬

・�

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事

業
者
）　

３
月
31
日
㈮

・
贈
与
税　

３
月
15
日
㈬

■
振
替
納
付
日

・
申
告
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税

　

４
月
20
日
㈭

・�

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事

業
者
）　

４
月
25
日
㈫

税
理
士
に
よ
る

無
料
税
務
相
談
の
ご
案
内

申
告
納
税
関
係
の
ご
案
内

確定申告のお知らせ
－申告は自分で書いてお早めに、郵送で－

申告は3月15日㈬までに
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税
務
課　

市
民
税
係
（
☎
（95）
０
１
１
６
）

■�
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

な
人

　

１
月
１
日
現
在
、
市
内
在
住
で
次
に
該

当
す
る
人
（
た
だ
し
、
所
得
税
の
確
定
申

告
を
す
る
人
、
前
年
中
の
所
得
が
１
か
所

か
ら
の
給
与
の
み
で
年
末
調
整
が
済
ん
で

い
る
人
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

①
給
与
所
得
者

・�

給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の

金
額
が
20
万
円
以
下
の
人

・�

２
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

人
で
年
末
調
整
を
受
け
な
い
給
与
の
収

入
金
額
が
20
万
円
以
下
の
人

・�

平
成
28
年
中
に
退
職
し
た
人
で
、
他
に

収
入
が
な
い
人

②
年
金
所
得
者

・�

公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
て
、
各
種
所

得
控
除
を
受
け
る
人

・�

公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の

金
額
が
20
万
円
以
下
の
人

※�

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
の
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税
の
計
算
の
た

め
に
申
告
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
年
金
収
入
400
万
円
以

下
か
つ
そ
の
他
の
所
得
が
20
万
円
以
下

の
人
は
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料
等

の
控
除
（
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に
記
載

さ
れ
て
い
る
控
除
以
外
の
控
除
）
を
住

民
税
の
計
算
に
含
め
る
場
合
は
市
民
税・

県
民
税
の
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

③�

営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
利
子
、
配
当
、

雑
、
一
時
、
譲
渡
の
各
所
得
が
あ
る
人

④�

昨
年
中
収
入
の
な
か
っ
た
人
お
よ
び
非

課
税
収
入
（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、

失
業
給
付
金
な
ど
）
の
み
で
次
に
該
当

す
る
人

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

※�

申
告
す
る
こ
と
に
よ
り
国
民
健
康
保
険

税
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

・�

同
世
帯
内
の
親
族
の
税
法
上
の
扶
養
に

入
っ
て
い
な
い
人

・�

市
民
税
・
県
民
税
の
所
得
証
明
が
必
要

な
人

■
市
民
税
・
県
民
税
申
告
会
場

︻
市
役
所
申
告
会
場
受
付
案
内
︼

▼
と
き　

２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬

（
土･

日
曜
日
を
除
く
）

▼
と
き　

午
前
９
時
～
11
時　

午
後
１
時

～
４
時

︻
出
張
申
告
会
場
受
付
案
内
︼

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
３
階
第
２
・
３
会
議

室▼
時
間　

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

※�

出
張
申
告
期
間
中
は
担
当
職
員
が
各
会

場
へ
出
向
き
不
在
と
な
る
た
め
市
役
所

で
の
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

※�

申
告
書
の
作
成
に
要
す
る
時
間
も
考
慮

し
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申
告

会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。
待
ち
時
間

が
長
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の
送
付

　

昨
年
の
申
告
時
に
、
申
告
書
の
送
付
を

希
望
さ
れ
た
人
に
１
月
中
旬
の
発
送
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

　

申
告
書
は
申
告
会
場
、
市
役
所
税
務
課

窓
口
に
も
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。

市
民
税
・
県
民
税
申
告
に
必
要
な
持
ち
物

　

２
ペ
ー
ジ
の
、「
確
定
申
告
に
必
要
な

持
ち
物
」
と
同
じ
で
す
。
２
ペ
ー
ジ
を
ご

参
照
く
だ
さ
い
。

市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

　

ご
提
出
の
み
の
場
合
は
、
市
役
所
税
務

課
窓
口
お
よ
び
各
申
告
会
場
前
の
提
出
箱

に
ご
投
函
く
だ
さ
い
。
郵
送
で
提
出
さ
れ

る
場
合
は
、
市
役
所
税
務
課
宛
に
お
送
り

く
だ
さ
い
。

■�

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
付
に
つ
い
て

　

申
告
す
る
所
得（
収
入
）が
給
与
所
得
、

公
的
年
金
等
の
雑
所
得
の
場
合
（
確
定
申

告
書
様
式
Ａ
様
式
の
人
）
は
出
張
申
告
会

場
お
よ
び
市
役
所
申
告
会
場
で
所
得
税
の

確
定
申
告
の
相
談
・
受
付
を
し
ま
す
。

　

な
お
、
次
の
人
は
市
役
所
会
場
お
よ
び

出
張
申
告
会
場
で
は
相
談
で
き
ま
せ
ん
の

で
、刈
谷
税
務
署
で
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

①�

営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
株
式
、
土
地

等
の
譲
渡
所
得
の
あ
る
人
（
確
定
申
告

様
式
Ｂ
様
式
の
人
）

②
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る
人

③�

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地
方
消

費
税
を
申
告
す
る
人

④
平
成
28
年
中
に
贈
与
を
受
け
た
人

⑤�

外
国
人
で
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

人
⑥�

外
国
に
居
住
す
る
親
族
を
扶
養
し
て
い

る
人

⑦�

過
年
度
（
平
成
28
年
分
以
外
の
年
分
）

の
確
定
申
告
を
す
る
人

⑧
修
正
申
告
・
更
正
の
請
求
を
す
る
人

※�

相
続
等
に
係
る
生
命
保
険
契
約
等
に
基

づ
く
年
金
の
申
告
に
つ
い
て
は
刈
谷
税

務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※�

確
定
申
告
期
間
中
は
、
確
定
申
告
書
の

提
出
箱
（
刈
谷
税
務
署
行
）
を
市
役
所

税
務
課
窓
口
お
よ
び
各
申
告
会
場
前
に

設
置
し
ま
す
。（
提
出
の
み
で
相
談
や

内
容
の
確
認
は
で
き
ま
せ
ん
。）

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は

市
内
の
各
会
場
で

とき ところ

2月3日㈮ 文化会館（パティオ池鯉鮒）2階
ワークショップ室

2月6日㈪ 知立市保健センター　2階検診室

2月7日㈫ 西丘コミュニティセンター
集会室

2月8日㈬ 知立文化広場　第1研修室

2月9日㈭ 福祉の里八ツ田　3階さくら

確定申告のお知らせ
－申告は自分で書いてお早めに、郵送で－

申告は3月15日㈬までに
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